
国民健康保険
資格確認書(見本)

資格情報のお知らせ(見本)

年齢やマイナ保険証の保有状況に応じて
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお届けします。

全員新たな「資格確認書」をお送りします。
これまで通り、「マイナ保険証」又は「資格確認書」で受診できます。
新たな「資格確認書」をお送りします。
これまで通り、「資格確認書」で受診できます。
「資格情報のお知らせ」をお送りします。
「マイナ保険証」で受診できます。

85歳以上の方

84歳以下でマイナ保険証をお持ちでない方

84歳以下でマイナ保険証をお持ちの方

●「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。マイナ保険証と一緒にお持ち下さい。
●マイナ保険証での受診が難しい場合は、申請すると資格確認書を発行できます。
●７５歳（後期高齢者）になられる方は、誕生日を基準として国民健康保険の有効期限が変更となっていま
すので、ご注意ください。※年齢到達以降の保険証に関しては、前月の中旬ごろに送付されます。
●新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は、７月下旬までに郵送でお届けします。
　国民健康保険は世帯主、後期高齢者医療保険は個人あてに送付されます。
　送付方法　「資格確認書」→特定記録
　　　　　　「資格情報のお知らせ」→普通郵便
　受け取ったらすぐに記載内容に誤りがないか必ず確認をお願いします。
●医療機関等での一部負担金の割合は１割、２割、または３割です。
　(国民健康保険・後期高齢者医療制度によりそれぞれ異なります。)

申請することにより、ご自
身の自己負担限度額の限度
区分等を記載することがで
きます。

／国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者の皆さまへ／

福祉課　☎985-7124　沖縄県後期高齢者医療広域連合　☎963-8012お問い合わせ

有効期限は    令和９年７月31日  までとなります。
令和８年８月から、医療を受けるときの確認方法が変わります

マイナ保険証をご利用下さい
マイナ保険証を使うメリット
・データに基づくより良い医療を受
けることができる。
・手続きなしで高額医療の限度額を
超える支払いを免除できる。

マイナンバーカードを保険証として
利用するための登録をしていない方
は、以下の手続きが必要です。
①マイナンバーカードの申請
②マイナンバーカードを保険証とし
て登録
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あなたと家族の健康を支えるしくみ

保険税は期限内納付をよろしくお願いいたします。
国民健康保険税および後期高齢者医療保険料の納期限表

７月から国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の
納付がはじまります。

子ども・子育て支援金制度に関すること
　こども家庭庁コールセンター
　☎0120-303-272（9時から18時）

　保険税（料）の算定方法や算定額に関すること
　　久米島町福祉課　保険・年金班
　　☎098-985-7124

お問い合わせ

こども家庭庁HP

令和８年度より
子ども・子育て支援金制度が始まっています。

　国民健康保険及び後期高齢者医療は、相互扶助という考えによって成り立っている医療保険制度
です。加入世帯の被保険者数や収入などに応じた保険税を負担することにより、万が一、被保険者
が病気やけがをしたときには、少ない自己負担（１割～３割）
で医療サービスを受けるようになっています。
　今年度も国民健康保険税の納付が７月より始まります。
年金から保険税が天引きとなる世帯（特別徴収）を除き、
毎年７月から翌年の２月までの毎月８期にわたり納付とな
ります。

　令和８年度４月から「子ども・子育て支援金制度」が開始されました。
　全ての世代や企業の皆様からの支援金を財源に、子育て施策を拡充し、こどもや子育て世帯を社会
全体で支える制度です。
　子ども・子育て支援金の保険料は、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料等の医療保険料とあわ
せて徴収します。

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

令和８年
7月31日

令和８年
８月31日

令和８年
９月30日

令和８年
11月２日

令和８年
11月30日

令和９年
１月４日

令和９年
２月１日

令和９年
３月１日

子ども分

子ども分

国民健康保険税　＝ 医療分 + 支援分 + 介護分　 + 
今までの計算分 令和８年度より追加分

後期高齢者医療保険料　＝ 　　後期高齢者医療分　　　 + 
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